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Ⅰ はじめに 

 

平成１５年７月に制定された次世代育成支援対策推進法により、次代の社会を担う子ど

もが健やかに生まれ、育成される環境の整備のために、国、地方公共団体、事業主がそれ

ぞれ行動計画を策定し、積極的に取り組むこととされました。特に、国及び地方公共団体

の機関については、職員を雇用する立場から特定事業主と定め、計画（「特定事業主行動

計画」）の策定が義務付けられています。 

このため、本市においても、平成１７年４月１日から平成２７年３月３１日までの１０

年間を計画期間とした「姫路市特定事業主行動計画」を策定し、事業主として、本市職員

が仕事と子育てを両立できるよう様々な支援に取り組んできました。 

このたび、次世代育成支援対策推進法が平成２７年４月１日から平成３７年３月３１日

まで延長されたことに伴い、これまでの取組状況と社会情勢の変化を踏まえ、前計画を引

き継ぐとともに、職員のワーク・ライフ・バランスをより一層推進するため、改めて特定

事業主行動計画を策定しました。 

策定にあたっては、子育て世代を中心とした女性職員による「女性活躍プロジェクトチ

ーム」を作り、職員一人ひとりがワーク・ライフ・バランスを確保するための具体的な取

組について話し合い、より実行しやすい計画を提案してもらいました。 

今後は、この計画に基づいて、職場単位で助け合い支え合いながら、本市職員のワー

ク・ライフ・バランスの推進に取り組んで参ります。 

職員の皆さんは、この計画の担い手は自分自身であるという強い意識を持って、計画の

達成に努めましょう。そして、この計画の取組が、本市職員だけでなく、働く市民の皆様

の職場においても、子育てを考える世代の積極的な行動につながり、「仕事と生活の調和

が実現した社会」が実現されるよう願っています。 

 

姫 路 市 長 

姫 路 市 議 会 議 長 

姫路市水道事業管理者 

姫 路 市 消 防 長 

姫路市教育委員会 

姫路市選挙管理委員会 

姫路市代表監査委員 

姫路市公平委員会 

姫路市農業委員会 
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Ⅱ 前計画の取組状況 

  

 （１）数値目標 

➀ 計画期間の終期において、子どもの出生時等における男性職員の５日以上の休

暇の取得率を５０％以上とする。 

➁ 計画期間の終期において、男性職員の育児休業の取得率を５％以上とし、女性

職員の育児休業の取得率については現状を下回らないこととする。 

➂ 計画期間の終期において、年次休暇の平均取得日数を１３日とする。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）進捗結果 

平成１７年度から平成２５年度の推移を見ると、年次休暇や妻の出産休暇の取得

は目標を概ね達成できたが、男性職員の育児参加休暇や育児休業が進んでいない。

その理由として、「配偶者が専ら育児できる」「休暇や休業によって職場に迷惑が掛

かる」「経済的に不利になる」という回答が多かった（男性職員アンケート実施）。 

    以上の結果から、この３項目は、平成２７年度からの本計画においても、引き続

き取り組むこととする。 

取得率 取得率

平成２５年度 81.1% 平成２５年度 15.1%

平成２４年度 95.5% 平成２４年度 16.9%

平成２３年度 60.2% 平成２３年度 39.0%

平成２２年度 89.5% 平成２２年度 15.8%

平成２１年度 88.1% 平成２１年度 10.1%

平成２０年度 89.3% 平成２０年度 5.7%

平成１９年度 88.4% 平成１９年度 9.9%

平成１８年度 73.5% 平成１８年度 9.7%

※平成18年度新設※平成18年度より集計開始

◇育児参加休暇（5日の範囲）◇妻の出産休暇（2日の範囲内）

取得者数

平成２５年度 ５４人（１人）

平成２４年度 ５２人（０人）

平成２３年度 ４４人（２人）

平成２２年度 ４８人（１人）

平成２１年度 ５９人（１人）

平成２０年度 ６９人（０人）

平成１９年度 ６０人（１人）

平成１８年度 ５０人（０人）

平成１７年度 ６９人（０人）

◇育児休業

※対象は当該年度中に育児休業が取得でき
ることとなった職員のうち、実際に育児休業を
取得した職員　　（　）内は男性職員

平均取得日数

平成２５年 １２．０日

平成２４年 １１．９日

平成２３年 １１．２日

平成２２年 １１．３日

平成２１年 １１．５日

平成２０年 １１．２日

平成１９年 １１．８日

平成１８年 １１．８日

平成１７年 １１．７日

◇年次有給休暇
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Ⅲ 基本事項 

 

１ 計画の視点 

本計画は、新たに改訂された国の「行動計画策定指針」に基づき、以下の指針に追

加された視点から検討を行うものとする。 

① 男性が子育てを積極的に行うことが女性の継続就業につながり、仕事と子育て

の二者択一を迫られるような状況の解消に資する 

② 男性の育児休業取得をはじめとする子育てに関する諸制度の利用促進に係る取

組を推進していく 

③ これまでの労働時間短縮対策を更に進め、より一層の超過勤務の縮減、年次休

暇の取得促進等働き方の見直しに資する取組を推進していく 

   

２ 計画の期間 

計画の期間は平成２７年４月１日から平成３７年３月３１日までの１０か年とする。 

また、平成３２年３月３１日までの５か年を前期期間とし、後期期間には、前期に

おける目標達成状況や社会情勢を踏まえ、必要な見直しを行うこととする。 

 

３ 計画の推進体制 

本計画を効果的な運営及び積極的な推進を図るため設置した「姫路市特定事業主行

動計画策定委員会」で各年度の取組状況や目標に対する実績等を把握する。また、同

委員会において、実施状況を点検・公表し、必要に応じて計画も見直すこととする。 

 

４ 計画の対象者 

本計画は、姫路市及び姫路市各行政委員会等に属する常勤の一般職員を対象とする。 

ただし、県費負担教職員の勤務時間その他の勤務条件に係る項目については、兵庫

県教育委員会が規定するため、本計画を適用しない。 

 

 

Ⅳ 具体的な内容 

 

１ 意識改革及び働き方改革（ワーク・ライフ・バランスの推進）… 重点項目 

（１）時間外勤務の縮減 … [拡充] 

① 定時退庁日（毎週水曜日）には、庁内放送等による注意喚起を図るとともに、

所属の担当単位ごとに、月６日以上（７・８月は８日以上）の定時退庁日を設定

し、実施に努める。 

② ３歳未満の子を養育する職員が請求した場合、時間外勤務を免除し、子育てと

仕事の両立を支援する。 

③ 所属長を職場の責任者として、事務の簡素化・効率化や職員の業務分担、配置

を柔軟に変更し、毎月の勤務管理を行うことにより、時間外勤務の縮減に取り組

む。 

  また、全ての職員のワーク・ライフ・バランスを推進するため、月６０時間以

上の時間外勤務及び２２時以降の深夜勤務の禁止を徹底する。 
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④ 時間外勤務の多い職員の健康障害を未然に防ぐため、医師等による面接指導、

健康面における指導や指示及び配慮を充実させる。 

（２）休暇の取得促進 … [継続] 

① 所属内で職員の休暇取得予定表を作成するとともに、所属長等は計画的な年次

休暇の取得を促進させる。 

② 所属長等は、ゴールデンウィーク期間や夏季における連続休暇、職員及びその

家族の誕生日をはじめとする記念日や子どもの学校行事等、家族のふれあいのた

めの年次休暇等を計画的に取得できるよう、職場での環境づくりに努める。 

③ 所属長等は、子どもの急な発熱やケガの際には、「子の看護休暇」や年次休暇

を円滑に取得できるよう、日頃から業務内容や進捗状況を共有するとともに、職

員の子どもの年齢や健康状態等の状況把握に努める。 

  ★【目標（平成３１年度）】 年次休暇平均取得日数  １３日以上 

  （３）所属長及び所属に対する意識の啓発 … [拡充] 

  所属長等を対象とする研修や講演会等の機会を活用し、子育てに関する休暇制

度等の周知やワーク・ライフ・バランスに関する意識の啓発に努める。 

  所属長等は、課内会議等において、所属職員に制度の周知やワーク・ライフ・

バランスに関する意識の啓発を行うよう努める。 

 （４）取組状況の公表 … [継続] 

  行動計画に基づく取組の実施状況を、年度ごとにホームページで公表する。 

 

２ 妊娠、出産、子育て中の職員への支援 

 （１）ハンドブックの配布及び庁内通信ネットワークシステムの活用 … [継続] 

妊娠から出産、子育て期間中の各種制度のほか、助成金等の経済的支援措置、

妊娠・子育て中の職員の就業制限等について、「姫路市職員の子育て支援ハンド

ブック」等により周知を行うとともに、庁内通信ネットワークシステム（以下

「かしネット」という。）等を通じて全職員に情報を発信していく。 

 （２）妊娠・子育て期間中の職員への配慮 … [継続] 

業務分担の見直しなど、妊娠・子育て期間中の職員の勤務環境に配慮するとと

もに、育児休業、部分休業、育児時間及び育児短時間勤務（以下「育児休業等」

という。）を取得しやすい職場の雰囲気づくりに努める。 

  （３）子育てする職員同士の交流 … [新規] 

    かしネット等を活用し、職種や職場にとらわれない職員同士の交流の場を設け

る。 

 （４）相談窓口の設置 … [継続]  

人事課、教育委員会総務課、消防局総務課及び水道局総務課を仕事と子育ての

両立等についての情報提供等を行う相談窓口とし、制度に関する相談に適切に対

応できるようにする。 
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３ 男性職員の子育て参加支援… 重点項目 

 （１）出生時の休暇の取得促進 … [継続] 

    子育ての始まりの時期に親子の時間を大切にし、子どもを持つことに対する喜

びを実感するとともに出産後の配偶者を支援するため、「出産支援休暇」、「育児

参加休暇」の利用を促進する。 

    ★【目標（平成３１年度）】 

             ➀「出産支援休暇」取得率  ８０％以上 

             ➁「育児参加休暇」取得率  ５０％以上 

 （２）男性職員の育児休業等の取得促進 … [継続] 

  男性職員の育児休業等の制度は整っているものの、配偶者が子育てをしている、

職場に迷惑が掛かる等の理由から、育児休業等を利用する男性職員は少ない状況

である。今後も、本人や所属に制度を周知し、育児休業等を利用しやすい雰囲気

づくりを図っていく。 

    ★【目標（平成３１年度）】 男性の育児休業取得率  ５％以上 

 

４ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等… 重点項目 

 （１）制度の周知 … [継続] 

職員が育児休業等を円滑に利用できるよう、「姫路市職員の子育て支援ハンド

ブック」等を活用して制度の周知を図る。 

 （２）職場環境の整備… [継続] 

① 所属長は、周囲の職員への業務負担の増加が育児休業等の取得を阻害する上

で、主たる心理的要因となっていることを認識し、職員が円滑に育児休業等を

利用できるように、業務分担の見直しや臨時的任用職員の活用など、創意工夫

により職場環境の整備に努める。 

② 育児休業を希望する職員は、早めに所属長に申し出るとともに、業務に支障

を来たさないよう、引継ぎなどを適切に行うよう努める。また、部分休業、育

児時間及び育児短時間勤務を利用する職員は、周囲の協力を得つつ、勤務時間

内に自らの業務が完遂できるよう努める。 

     周囲の職員は、育児休業等の円滑な利用のため、業務分担の見直しなどに積

極的に協力する。 

 （３）定期的な連絡の実施 … [継続] 

  所属長等と育児休業中の職員は、メールや電話等で、職場や子育ての状況につ

いて定期的な情報交換を行うよう努める。 

（４）「子育て応援シート」の導入 … [新規] 

  子どもが生まれる職員は、子育てに係る状況（保育の状況、育児休業の利用

等）をまとめた「子育て応援シート」を作成する。所属長等は、職員が作成した

シートを用いて面談し、情報や意識を共有する。 

また、所属長等は、育児休業中の職員と復職する１ヶ月前を目安に面談し、復

帰後の働き方やキャリアプラン等について意思疎通を図る。 
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（５）「慣らし出勤」の導入 … [新規] 

   育児休業中の職員が希望する場合は、急激な環境変化や緊張などによる精神

的・身体的な負担の軽減と円滑な職場復帰を図ることを目的として、慣らし出勤

を実施する。 

 

 

５ 地域における子育てへの貢献 

（１）子育てバリアフリー … [継続] 

① 来訪者の多い庁舎において、バリアフリー化の状況を把握し、幼児を連れた

来庁者には必要に応じてキッズスペースなどを案内する。 

② 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、全職員が親切な応接応対に

努めるなど、ソフト面でのバリアフリーの取組を推進する。 

（２） 子ども・子育てに関する地域貢献活動 … [継続] 

① 子ども・子育てに関する活動等の事業所管課は、かしネットを活用して、職

員へも子ども・子育てをサポートするサービスや施設の利用状況の提供に努

めるとともに、子ども・子育てに関する地域貢献活動についても、職員の積

極的参加の推進に努める。 

② 子どもが参加する学習会等の行事において、地域からの依頼に応じて、職員

が専門分野を活かした指導を行うなど支援に努める。 

（３）子どもを交通事故や犯罪から守る活動の実施や支援 … [継続] 

① 交通事故の予防について、通知による呼びかけを実施する。 

② 公用車の運転者に対し、交通安全講習会の実施や専門機関等による安全運転

に関する研修の受講などを支援する。 

③ 公用車の運転者に対し、「子ども１１０番のくるま」の意義と対応方法につ

いて、周知・徹底を図る。 

（４）安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 … [継続] 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的

な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支

援する。 

（５）学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 … [継続] 

職員に対し、家庭における子育てやしつけ等、家庭教育に関する講座・講演会

等の実施や情報の提供に努める。 

 

 


